
岡崎市民病院デジタルサイネージ機器等設置・運営事業者募集要項

１ 事業の概要

 ⑴ 事業名 

デジタルサイネージ機器等設置・運営業務

 ⑵ 事業の目的 

本業務は、デジタルディスプレイ等を設置し岡崎市民病院（以下「当院」という。）

に関する情報や診療待ち時間の負担軽減に資する各種情報に併せて、病院広報やニュ

ース・天気予報等を提供することで来院者へのサービス向上を図ることを目的とする。

 ⑶ 事業内容 

別添「岡崎市民病院デジタルサイネージ機器等設置・運営業務仕様書」のとおり

 ⑷ 契約期間 

令和６年７月１日から令和 11 年３月 31 日まで。

２ 貸付場所

岡崎市民病院１階の一部 0.613 ㎡

岡崎市高隆寺町字五所合３番地１

３ 資格要件

参加者の資格要件は次のとおりとする。

⑴ 地方自治法施行令 昭和 22 年政令第 16 号 第 167 条の 4 の規定に該当しない者であ

ること。

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32 条第

1 項各号に掲げる者に該当しない者。

⑶ 会社更生法(平成 14年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている

者でないこと。

⑷ 民事再生法(平成 11年法律第 225 号)に基づき民事再生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。

⑸ 市税の滞納がないこと。                        

⑹ 病院に広告付きデジタルサイネージ機器設置運営実績(自らが管理・運用するものに

限る。)について、過去３年間に 30病院以上の設置実績を有していること。

⑺ 参加者が独自の医療機関検索サイトを有していること。 

⑻ 設置、維持管理及び撤去等に必要な費用を負担できる企業等であること。 

４ 募集期間

令和６年４月 10 日（水）から令和６年４月 16日（火）まで

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）。なお、土曜日、日曜日、

祝祭日を除く。



５ 応募方法

⑴ 提出方法 提出書類を持参又は郵送（書留郵便または配達記録に限る。）すること。 

 ⑵ 提出期限 令和６年４月 16日 午後５時まで（必着） 

 ⑶ 提出先  岡崎市民病院 事務局 施設課 

６ 提出書類

⑴ 参加申込書（様式１） 

⑵ 価格提案書（様式２） 

⑶ 会社概要（会社パンフレット等） 

⑷ 設置実績一覧（様式３） 

⑸ 登記簿謄本写し※複写可 

（法人の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書（登記事項証明書の場合は、「現在

事項全部証明書」「履歴事項全部証明書」のいずれか）。個人の場合は、住民票（マイナ

ンバーの記載がないもの）。

⑹ 財務諸表類の写し（直近１ヵ年分） 

⑺ 印鑑証明書（個人の場合は印鑑登録証明書）の写し※複写可 

⑻ 納税証明書（直近１ヵ年分）の写し※複写可 

・ 固定資産税証明書

・ 市民税証明書

※ 公的機関が発行する書類は、発行日から３ヵ月以内とします。

⑼ 企画提案書（様式問わず） 

７ 設置事業者の選定方法

開札を行い、予定価格以上の見積書記載額のうち、高額の見積書提出者から順に第 1位

業者及び第２位業者を決定します。同価格の見積提出者が２名以上いる場合はくじ引き

で第１位業者及び第２位業者を決定します。

岡崎市は、提出された資格審査書類により資格審査を行い、第１位業者が資格審査に合

格した場合は、第１位業者を使用者とします。第 1位業者が資格審査に不合格となり、又

は使用の意思を示さないとき、かつ第２位業者が資格審査に合格した場合は、第２位業者

を使用者とします。

８ 最低提案価格（税抜き）

最低提案価格は、￥5,020 円（年間、税抜き）とします。

９ その他

⑴ 申込に係る費用は、申込者の負担とする。 

⑵ デジタルサイネージ機器等の設置及び運営に関する一切の経費（光熱費を含む。）は、

設置事業者が負担すること。

⑶ 契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復し、当院の検査、承

認を受けなければならない。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を当院に



請求することはできません。

⑷ 業務の実施にあたり当院から提供された情報は、善良なる管理者の注意義務をもっ

て使用および管理し、不要となった場合は適切に破棄すること。

⑸ 業務期間中に知り得た当院に関する情報（当院が提供した情報を含む。）は、一般に

公開する情報を除き、第三者に提供または業務の実施以外の目的に利用しないこと。

10 申請・問い合わせ先

岡崎市民病院 事務局 施設課

〒444－8553 愛知県岡崎市高隆寺町字五所合３番地１

電話：0564－66－7007


